
瀬戸内市長

武久　顕也

年頭挨拶
　市民の皆様の幸せを願って

まいります。
　また、瀬戸内市では、すでに錦海塩田跡地で国内最大級の太陽光発電所が稼働しておりま
すが、脱炭素化社会の実現に向けて、瀬戸内市、岡山市をはじめ県内 13 市町で構成する岡
山連携中枢都市圏において、共同で２０５０年における温室効果ガスの実質排出ゼロを宣言
する予定としており、他の市町と連携した温室効果ガス削減の取り組みを進めていくことと
しております。
　さらには、働く意欲のある高年齢者が培った能力や経験を生かし、生涯現役で活躍し続け
られる地域の仕組みづくりを昨年開設した「ゆめワークせとうち」を中心として進めていき
ます。
　これからも、新型コロナウイルス感染症などの喫緊の課題に対応しながら、子育て世代や
高年齢者の皆様、地域のコミュニティがより元気になるための仕組みづくりに力を入れ、市
民の皆様に愛していただける瀬戸内市となるようまちづくりを進めてまいりますので、お力
添えいただきますようお願い申し上げ、年頭のご挨拶といたします。

　新年あけましておめでとうございます。
　新型コロナウイルス感染症については、全国的に感
染が拡大し、瀬戸内市においても複数の感染者が発生
する中、市民の皆様には「身体的距離の確保」「マス
クの着用」「手洗い」など感染拡大防止のための「新
しい生活様式の実践」に引き続きご協力をお願いします。
　さて、昨年国においては菅内閣が発足し、不妊治療
の保険適用や待機児童問題の解消などの少子化対策、
また２０５０年までに温室効果ガス排出をゼロにする
ことなどの脱炭素化社会の実現を目指す意向が示され
ました。
　瀬戸内市においても、人口減少問題や若い世代の定
住促進への取り組みとして、民間による新たな保育施
設の誘致や小児医療費の無償化の対象年齢の拡大、「こ
どもひろば」の整備などの子育て支援策に力を入れて

令和元年分確定申告
　・所得税の確定申告について　　西大寺税務署　☎０８６ - ９４２ - ３８１５
　・市県民税の申告について　　　税務課　☎０８６９ - ２２ - １１１４
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▽ 相談日時　令和 3 年２月 16 日（火）～３月 15 日（月）
　午前９時～午後５時（受付は午前８時 30 分から午後４時まで）
※混雑状況によって、午後４時前に受付を終了する場合があります。

▽ 会場　西大寺税務署（岡山市東区西大寺中２ｰ 24 ｰ 13）
※来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
※土・日・祝日は申告相談を行いませんが、２月 21 日（日）およ
　び２月 28 日（日）に限り、ママカリフォーラム（岡山市北区駅
　元町 14 -1）で申告相談を行います。

税務署の確定申告相談

スマホ専用画面で
確定申告書を送信！

スマホ専用画面で申告できる人
【収入】

　・給与所得者（２カ所以上の給与所得が
　ある人にも対応しています）
　・年金収入、副業などの雑所得がある人

マイナンバーカード対応
のスマートフォンを使え
ば、e -Tax で送信できます。
詳しくは、国税庁ホーム
ページでご確認ください。

国税庁ホームページ

今年は自宅から提出！

確 定 申 告 書 
作成コーナー

国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp/） の
「確定申告書作成コーナー」

から作成できます。
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錦海塩田跡地のメガソーラー




